
l抑 サ ン テ ッ ク の 環 境 行 動 計 画

平成 29年  10月  11日

■ 取組方針

環 境 基 本 理 念

碑 サ ンテ ック は能 登 町の 旧内浦 地 内で 法 面 緑化 の 工 事 を主 力 に創 業 し

現在は一般土木も行な つている建設会社です。工事現場か ら発生する樹木・

根株な どの廃棄物 を グル ープ会社で中 P日]処 理 を行 い緑化基盤材 に リサイ

クル して 荒廃 した山腹や道路の法面な とを「 緑」に復元することで 資源

を無唇太に しない環境 にやさ しい循環型社会を目指 しています。建設業 を営み

なが ら環境保全 に取 り組み 地域社会 と共に協力 して、住みよい社会と豊か

な自然を将来世代 に伝える ことに貢献 します。

環 境 行 動 指 針

私たちは、当社の事業活動が環境 に及ぼす影響 を最小限にとどめ るために、

以下の行動に取 り組みます。

①  工事現場では無駄なエネルギー 特に化石燃料の使用量を減らすことで、二酸化炭

素の排出量を削減して 地球温暖化防止に貢献します。

②  廃棄物の削減とリサイクルの推進を行い循環型社会を目指します。

③  節水と紙の使用量の削減に努める。

④  物品の購入はエコマーク・ グリーンマーク製品を優先します。

この方針にそつて、社員各自が環境意識をもち、環境に配慮した行動がで

きるように、取り組み方針と具体的な内容を全員に周知します。

平成 29年 9月 25日

株 式 会 社  サ ンテ ック

社長 林 義雄
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■ 環境負荷低減の取組

当社では、事業活動に伴う環境負荷を削減するための取組目標を掲げ、国標を達成するための

具体的な取組を設定して取り組むこととしています。設定した取組目標と具体的な取組項目は、

次の通りです。

具体的な取組

目標-1

(工事部門での活動)

・ 重機のアイ ドリングス トップと無駄のないアクセル操作に心がけ

体憩時間や昼休みはエンジンを止める。

・ 車両や建設機械は ガソリンエンジンからクリーンなディーゼルエン

ジン使用に変える。

・ 建設機械のエンジンは2014年排出ガス規制をクリアしたものを極力使

用する。

・ ダンプカー・ トラックなどの車両は資材の荷下ろしや上砂の搬出以外

の動かないときはエンジンを止める。

・ 移動は普通車から燃費の良い軽自動車に変え 相乗りを勧める。

・ 現場で使用する機器などは太陽光を利用したソーラータイプにする。

(事務・ 営業者B門での取組)

。 事予ヵ気所や廊下の節電に心掛け、明るい日や昼休みは完全消灯にする。

・ 書庫やトイレなどは使用する時だけ点灯するように,と`コヽがける。

・ コピー機やメ将ソコンなどの節電機能を活用する。

・ 夏は植物 (緑のカーテン)等で日差しを和らげる。

平成 30年度末の二酸化炭素排出量 (売上高当たり)は平成 28年度レベルを

維持する。(27年度レベル 776.99 kg‐C02に近づけるように努力する。)

28年度  884.86(kg‐ C02/百万円)
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具体的な取組

目標-2

(工事部門での取組)

産業廃棄物

・ 例場で発生した産業廃棄物は種類(ガラ・木くすなど)ごとに分別 して

マニフェストをつけて処理業者に委託して再資源化する。

・ ガラなどを再資源イとした 再生砕石を工事現場で優先して使う。

・ マ三フェストをもとに廃棄物が適正に処理されているか確認する。

(事務所での取組)

一般廃棄物

ゴミの減量化のため 詰め替え可能な製品、簡易包装の製品を選んで購

入する。

再使用 。リサイクルしやすい製品を優先的に購入・使用する。

ごみは、町の分別基準に従い、可燃ごみ、不燃ごみ、廃プラスチック・

缶類やビンなどの分剛絶で管理して 各収集日に出す。

廃棄物の排出量 を極力抑 え、計測 しリサ イクル率 100%に 努 め る。

(産業廃棄物はマニフェストの管理を徹底する。)

具体的な取組

目標-3

・ 蛇国のコックの閉まり具合や配管からの漏水を定期的に点検する。

・ 単|とや手洗い場に節水を呼ぴかける標語などを貼る。

水の使用量は平成 28年度を基準年 として、30年度までに 2%の削減に努める。

67ボ (28年)-65.66∬ (30年 )

具体的な取組

!目標-4

事務用品などはエコマーク、グリーンマーク製品を優先的に購入する。

画面コピーを徹底するなど 用紙の使用量削減に努める。

社内で使うコピー用紙、印用」物は再生紙をできるだけ使用する。

道路のゴミひらいや草刈・ 清掃などのボランティア活動に極力参加す

る。

その他の取組
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■ 環境行動計画の実施体制

この環境行動計画にそって環境保全活動を推進するために、工事部長を環境管理責任者とする
環推進委員会を設け、年2回は「取り組」のチェックをします。群た全従業員が『具体的な取組」
を実行します。      

｀


